
９ 

事業実施前 事業実施後 

農山漁村地域復興基盤整備事業
で宅地跡地を特定用途地(非農用
地)として換地 
    ↓ 
防災集団移転促進事業による宅
地 造成後分譲予定 

宮城県南三陸町「西戸川工区」では、復興交付金を活用して
「農地整備事業」と「防災集団移転促進事業」を一体的に実施し、
住宅地の移転に必要な用地の創出や、移転跡地を含めた農地
整備を行うことにより効率的な土地利用を実現。 

一体的に実施することにより事業期間が短縮。（H27年度完了予定） 

新たな 
集落 

ＪＲ内陸側
に移設 

農地、防災緑地、
公共施設用地等

として利用 被災前 被災後 

土地利用整序化のイメージ 

集落 
跡地 

集落 
跡地 集落 

集落 

ＪＲ 

 宮城県山元町では、復興交付金を活用し、利用集積による
経営規模拡大や農地の大化区画を図るとともに、道路や公共
利用施設等の公共用地の創出や、集落跡地の利用等による
効率的な土地利用の実現を図るための計画を策定中。 

さ い ど が わ 

○ 農業農村整備事業と防災集団移転促進事業の一体的な実施により、移転先の用地取得の手続
きが不要となるケースがあるなど、事業期間が短縮。 

○ 両事業によって、農地を復旧、大区画化すると同時に、農地に囲まれた宅地を高台に集約する
ことを１３市町村で計画中。 

 農業農村整備事業と防災集団移転促進事業に一体的に取り組んでいます。 



 水産加工団地の土地の嵩上げや、高度衛生管理に対応した荷さばき所の
整備を進めています。 

○  防波堤、岸壁、市場施設、水産加工団地等
が壊滅。 

○  約７０ｃｍの地盤沈下により、満潮時には、
漁港及び水産加工団地へ海水が流入し、冠
水する状況に。 

石巻の被災状況 

市場の倒壊、冠水 

被災・沈下した水産加工団地 

満潮時の海水流入 

水産加工団地の冠水状況 

岸壁・漁港施設用地の一部を嵩上げし、背後の水産
加工団地への海水の流入を防止（２３年末完了）。 

嵩上げした岸壁と 
仮復旧した水産物
卸売市場 

これまでの取組み 
復旧・復興に向けた取組み 

① ２４年４月より、岸壁・漁港施設用地の嵩上げと合わせ、
背後の水産加工団地の土地の嵩上げ工事を実施、 ２６
年３月の完成を目指す。  

現在の取組み 

② 高度衛生管理に対応した荷さばき所の整備について、
平成２４年度より測量・設計を開始。平成２７年度早期の
完成を目指す。 

○ 石巻漁港・気仙沼漁港等において水産加工団地の土地の嵩上げや高度衛生管理に対応した荷さばき所
の整備を実施、早期の完成を目指しているところ。 

一般的な漁港漁場の衛生管理のイメージ 

積み込みエリア 市場エリア（陳列、セリ・入札） 陸揚げエリア（陸揚げ・選別） 

消費地市場 
 加工場 等へ出荷 

漁船から陸揚げ 
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 「がんばる漁業・養殖業支援事業」を創設し、震災前以上の収益性の確保を
目指す漁業者等の取組を支援しています。 

○ 震災からの速やかな復興のため、「がんばる漁業・養殖業支援事業」を創設。 

○ 震災前以上の収益性の確保を目指す漁業者等の取組を支援。 

11 

【事業概要】 
 地域で策定した復興計画に基づき、震災後の環境に対応
し、震災前以上の収益性の確保を目指し、安定的な水産物
生産体制の構築に資する事業を行う漁協等に対し、必要な
経費（人件費、燃油代、氷代等）を支援。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【がんばる漁業復興支援事業】 

【事業概要】 
 地域で策定した復興計画に基づき、養殖業の復興を推進す
るため、５年以内の自立を目標とした共同化による生産の早
期再開に必要な経費（人件費、燃油代、氷代等）を支援。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【がんばる養殖業復興支援事業】 

生産費用（人件費、 
減価償却費等） 

燃油費 

種苗代 

資材費 

販売費等 

返還不要 

国に返還 

国に返還 
水揚金額 

赤字 

事業の
実施 

赤字の一部を 
国が9/10～1/2負担 

返還不要 

国に返還 

国に返還 
水揚金額 

赤字 

赤字の一部を 
国が9/10負担 

事業の
実施 

【事業のイメージ】 【事業のイメージ】 

必要経費を支援 必要経費を支援 

【復興計画の認定状況】 
○ H25.9.1現在：認定104件（漁業：58隻及び18ヶ統、養殖：914経営体） 
○ 3月末時点での執行額：315億円 

操業費用（人件費、 
減価償却費等） 

燃油費 

えさ代・氷代 

魚箱代 

販売費等 



再生資材（津波堆積物）の搬入（岩手県宮古市） 

◆海岸防災林の復旧・再生の進捗状況について 

植栽の実施（千葉県旭市） 

 

○ 津波で被災した海岸防災林（青森県～千葉県 延長合計約140km）については、植生基盤の造成を平成

23年度から概ね５年間で完了し、順次植栽を実施。その際には、安全性が確認された災害廃棄物由来の再

生資材を活用して植生基盤を整備。樹木の植栽等はNPO、企業等の協力も得ながら実施。  

○ 全体復旧は、概ね１０年間で完了することを目指す。 

 

地元住民等による植樹（宮城県仙台市） 

※現時点での復旧方針による見込み。今後、変動があり得るもの。 

 震災がれきを活用しながら、海岸防災林の再生を進めています。 
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被災延長 

工事着手 

 0 20 40 60 80 100 120 140 

平成24年度まで
の着手延長 

ガレキ仮置場等 

平成25年度の 
着手延長 

平成26年度以降に 
着手予定 

約１４０km （青森県 ～ 千葉県） 

約５０km  約５０km 

人工盛土 
風や飛砂等の軽減 
津波エネルギーの減衰 

管理道 

生育基盤盛土 
根系の健全な成長 
樹木の根返り防止 

十分な生育基盤盛土 
津波エネルギーの減衰 
大径木化が可能 

大径木化した陸側の林帯 
大径木による流木や漂流物の捕捉 
津波エネルギーの減衰 
津波被災後の残存木による防風機能等の維持 

防潮堤 

【
陸
側
】 

【海
側
】 

■ 海岸防災林再生のイメージ図 



○官民連携の下、成長力のある新たな農林水産業を育成するため、生産・加工等に係る先端技術を
駆使した大規模実証研究を、宮城県及び岩手県で実施 

○多様な被災地の状況を踏まえ、平成２５年度には、実証研究地域を拡大 

湛水直播 

【 土地利用型農業や施設園芸農業の経営改善 】  
 

 
・ 大型機械を用いた乾田直播や、鉄コーティング種子を用いた湛
水直播により、土地利用型農業における育苗の手間や管理面積
の制約を克服 
（(独)農研機構、宮城県古川農業試験場、(株)富士通、ほか） 
・イチゴ栽培において、紫外光蛍光灯照射（病害防除）や移
動栽培ベンチ（省力化）等の新技術を活用 
（(独)農研機構、宮城県農業・園芸総合研究所、イシグロ農材(株)、パナソニック(株)
ほか） 

鉄コーティング種子 

【 水産業・養殖業・水産加工業の高度化 】 
 
・三陸特産のワカメ収穫を機械化し、陸上での共同作業を
含む作業体系の高度化 

・水温、塩分濃度等の情報を遠洋から沿岸部まで一体的に
解析、沿岸漁業に活用 

（(独)水産総合研究センター、岩手県水産技術センター、石村工業（株）） 

海藻乾燥施設の3次元
シミュレーション ワカメ陸上刈り取り機 

これまでの取組 

これからの取組                多様な被災地の状況を踏まえ、平成25年度には、実証研究地域を拡大して実施 
  

   農業・農村分野の研究開発： 宮城県（名取市、岩沼市、亘理町及び山元町）   ＋ 岩手県及び福島県 

   漁業・漁村分野の研究開発： 岩手県（釜石市周辺）                   ＋ 宮城県 

農業・農村分野 漁業・漁村分野 

研究実証用の園芸施設 

百貨店やインターネッ
トで販売を開始 

 新たな農林水産業を切り拓く先端的技術の大規模実証を拡充して進めてい
ます。 
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○ 農地・漁港の復旧をはじめとする東日本大震災からの復旧復興や、農地・森林の除染を速やかに
進めるため、農林水産省職員を復興庁・環境省に出向させているところ。  

○ また、被災地における災害復旧工事の迅速・円滑な実施のため、農林水産省及び他の都道府県等
の専門職員を被災自治体に派遣。 

・復興庁  ４９名 
  〃 （非常駐） ６０名 

・環境省 

  東北地方環境事務所 

  福島環境再生事務所 

  指定廃棄物等処理チーム ７名 

           （ほか非常駐２名） 

 

 

 

農林水産省から復興庁等への出向状況 
（Ｈ２５年９月現在） 

○傾斜区分毎の米
生産費の推移 

東海局管内 

関東局管内 

近畿局管内 
九州局管内 

中国四国局管内 

東北局管内 

北海道開発局管内 

北陸局管内 

沖縄総合事務局管
内 
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＜農林水産省及び都道府県等からの職員派遣＞  
（農林水産関係）  

国 都道府県 市町村 計 

漁港関係 34 1,150 195 1,379人月 

農地・農業用施設 404 2,217 － 2,621人月 

 震災からの復興のため、人的な支援を実施しています。 

※平成25年８月末まで
の派遣実績 

・農地・農業用施設や漁港・海岸等の災害復旧に係る
査定及び復旧工事の設計書作成等の支援のため、
農林水産省及び都道府県等の職員を被災地に派遣 

６３名 

・岩手・宮城・福島の自治体との人事交流 
                       計 １５名 
 （岩手県内４名、宮城県内７名、福島県内４名） 



＜農林水産省及び都道府県等の職員派遣状況＞ 

 全国から被災地に技術者の派遣をしています。 

○傾斜区分毎の米生産費の推移 
（活 動 状 況） 

○ 農地・農業用施設

の災害復旧に係る査

定及び復旧工事の設

計書作成等の支援 

東海局管内 
延べ278.5人月 

関東局管内 
延べ365人月 

近畿局管内 
延べ239人月 

九州局管内 
延べ380.5人月 

中国四国局管内 
延べ543.5人月 

東北局管内 
延べ192.5人月 

北海道開発局管内 
延べ327.5人月 

北陸局管内 
延べ267.5人月 

沖縄総合事務局管内 
延べ27人月 

※平成25年8月末までの派遣実績 

農地・農業用施設関係  国 都道府県 計 

404人月 2,217人月 2,621人月 

派遣先 派遣人員 

岩手県   401人月 

宮城県 1,307人月 

福島県   913人月 
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○傾斜区分毎の米生産費の推移 
（活 動 状 況） 

○ 漁港・海岸・共同利

用施設の災害復旧に

係る復旧工事の設計

書作成等の支援 

国 都道府県 市町村 計 

34人月 1,150人月 195人月 1,379人月 

派遣先 派遣人員 

岩手県 566人月 

宮城県 524人月 

福島県 289人月 

漁港関係  

東北局管内 
延べ68人月 

北陸局管内 
延べ134人月 

中国四国局管内 
延べ297人月 

九州局管内 
延べ340人月 

近畿局管内 
延べ106人月 

東海局管内 
延べ105人月 

関東局管内 
延べ244人月 

北海道管内 
延べ85人月 

※平成25年８月末までの派遣実績 
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